
告

示 

埼
玉
県
告
示
第
三
百
八
十
一
号 

 
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

国
道
二
百
五
十
四
号
バ
イ
パ
ス
ふ
じ
み
野
地
区
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所

の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 
 

令
和
八
年
五
月
二
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

大 

野 

元 

裕 

 
 

（
退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
） 

島 

村 

一 

夫 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
西
原
一
丁
目
二
番
地
九 

 

松 

﨑 
 

 

均 
 

福
岡
県
宗
像
市
曲
八
百
四
十
二
番
地
二
十
三 

谷 
 

 

新 

一 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
新
駒
林
三
丁
目
五
番
十
五
号 

新 

井 

芳 

弘 
 

埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
二
千
百
七
十
一
番
地
二 

坂 

上 

哲 

樹 
 

東
京
都
板
橋
区
坂
下
一
丁
目
五
番
十―

百
四
号 

柴 

田 

善 

弘 
 

東
京
都
文
京
区
関
口
三
丁
目
一
番
五
号
目
白
坂
フ
ラ
ッ
ト
Ｂ
三
百
一 

 

橋 

本 

敦 

之 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
紺
屋
百
九
十
三
番
地
一 

  
 

（
就
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
） 

島 

村 

一 

夫 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
西
原
一
丁
目
二
番
地
九 

 

松 

﨑 
 

 

均 
 

福
岡
県
宗
像
市
曲
八
百
四
十
二
番
地
二
十
三 

谷 
 

 

新 

一 
 

埼
玉
県
ふ
じ
み
野
市
新
駒
林
三
丁
目
五
番
十
五
号 

新 

井 

芳 

弘 
 

埼
玉
県
秩
父
郡
皆
野
町
大
字
皆
野
二
千
百
七
十
一
番
地
二 

坂 

上 

哲 

樹 
 

東
京
都
板
橋
区
坂
下
一
丁
目
五
番
十―

百
四
号 

柴 

田 

善 

弘 
 

東
京
都
文
京
区
関
口
三
丁
目
一
番
五
号
目
白
坂
フ
ラ
ッ
ト
Ｂ
三
百
一 

 

橋 

本 

敦 

之 
 

埼
玉
県
坂
戸
市
大
字
紺
屋
百
九
十
三
番
地
一 
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